
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あんしん修学支援事業 

チャレンジ制度の御案内 

令和３年度 

新３年生対象 

１ あんしん修学支援金 チャレンジ制度とは 

あんしん修学支援金の判定基準が令和２年７月より「住民税所得割」から「課税

所得」に変更されたことに伴い、既に私立学校に入学されていた在校生のみなさま

が、授業料支援額の変更による経済的な理由で、修学を断念することのないよう、

京都府が設けた２年間限定の制度であり、今年度が最後の実施となります。（※あんし
ん修学支援金とは「授業料減免」「学費軽減」を合わせた総称です。） 

２ 

こんな人が対象です 

チャレンジ制度の対象者は 

国就学支援金の「加算なし」又は「所得制限」の新３年生が対象です。 

「住民税所得割」により、再判定を行い、基準を満たす方は、あんしん修学支援金に

よる支援の対象となります。 

対象者例（イメージ） 

■パターン１ Ａくんの場合 ■パターン２ Ｂさんの場合 

去年は「授業料減免」で 65万円の支援を受

けてたのに、今年は「学費軽減」で８万円な

のか・・・ 

 

※上記は一例であり、令和２年度に京都府あんしん修学支援事業を受けていない場合でも、裏面の基準に該当する場合は、チ

ャレンジ制度の対象になります。 

最大６５万円の 

授業料減免 

最大５万円の 

学費軽減 

あんしん修学支援チャレンジ制度で見直したところ 

 「学費軽減」の救済対象になるみたい！ 

去年は京都府から「学費軽減」を受けら

れていたけど、今年はなんの支援も受け

られないのかな 

 

あんしん修学支援チャレンジ制度で見直したところ 

 「授業料減免」の救済対象になりそう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

YES 

３ 

自分は対象になる？ 

フローチャートで簡単CHECK！ 

国就学支援金の判定が「加算あり」である 

課税額がわかる書類で以下の金額を確認 

「都道府県民税所得割＋市町村民税所得割」の保護者合計額 

NO 

基準外 

下表のＡ未満 

授業料減免の救済対象です 

令和３年度 

（令和２年度分所得） 

学費軽減の救済対象です 

今すぐ課税額がわかる書類を持って、各学校の事務室に相談だ！ 

再チャレンジ制度の対象

にはなりません 

下表のＡ以上Ｂ未満 

授業料減免の 

対象者です 

■本チラシに関する問合わせ先： お通いの私立学校の事務室 又は 京都府文化スポーツ部文教課（℡075-414-4516） 

 

住民税（市町村民税と府民税）

の所得割額を確認 

 

✓ 住民税所得割額の確認（例：課税証明書） 

✓ 授業料減免 確認表 

ここを CHECK！ 

Ａ Ｂ 

※特別徴収税額決定 

通知書での確認は 

不可です。 

令和３年度 

（令和２年分所得） 

admin
引き出し線
今回のご案内はこちらです

admin
引き出し線
今回のご案内はこちらです




